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介
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国
円
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o
・
齢
の
即
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①
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ザ
ウ
ア
ー
は
目
下
ヶ
ル
ソ
の
地
方
裁
到
所
（
ピ
讐
黄
①
二
昏
6
）
の
辮
護
士
で

あ
る
。
一
九
四
八
年
に
第
二
版
が
出
て
い
る
。
B
六
版
四
八
O
頁
よ
り
成
る
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
活
字
が
非
常
に
小
さ
く
、
か
つ
ぎ
つ
し
り
詰
め
込
ん

で
あ
る
た
め
に
、
相
當
な
量
の
も
の
と
い
え
る
。

　
内
容
は
七
巻
に
分
れ
て
“
る
。
第
一
巻
、
基
礎
概
念
、
第
二
巻
、
主
鵬
、
第

三
巻
、
李
時
法
（
国
覧
9
窪
胃
Φ
o
算
）
第
四
巻
、
載
雫
同
避
法
（
国
巳
①
鵯
お
旨
，

伊
言
5
鴨
器
o
算
）
第
五
巻
、
國
際
刑
法
、
第
六
巻
、
職
雫
法
、
第
七
巻
、
中
立

法
と
い
う
騰
系
で
あ
る
。
先
ず
、
彼
の
農
系
で
二
三
の
特
長
あ
る
馳
を
指
摘
す

れ
ば
第
四
巻
の
載
雫
同
避
法
と
第
五
巻
の
國
際
刑
法
で
あ
ろ
う
。
彼
が
職
孚
固

避
法
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
既
に
ス
ピ
・
プ
ー
・
ス
も
こ
の
名
前
を
用
い

て
い
る
が
、
戦
雫
を
同
避
す
る
た
め
の
國
際
法
上
の
諸
制
度
を
墾
げ
て
這
る
の

で
、
一
般
に
は
國
際
紛
孚
の
亭
和
的
解
決
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
あ
る
。
第
四

雀
は
五
部
に
分
れ
、
第
一
部
の
歴
史
的
考
察
で
は
、
正
し
い
験
箏
、
単
和
同
盟
、

軍
備
縮
小
、
戦
雫
追
放
蓮
動
、
國
際
蓮
盟
拒
否
の
根
擦
の
五
個
が
論
ぜ
ら
れ
て

紹
介
と
批
評

い
る
。
こ
の
中
で
與
昧
の
あ
る
の
は
、
最
後
の
國
際
蓮
盟
拒
否
の
根
擦
で
あ
る

が
、
彼
は
國
際
蓮
盟
拒
否
の
理
由
は
枚
學
に
逞
が
な
い
が
、
そ
の
中
で
最
も
重

要
な
も
の
は
國
際
連
盟
に
は
連
盟
國
を
し
て
蓮
盟
を
奪
敬
せ
し
む
べ
き
も
の
を

飲
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
國
際
生
活
に
お
け
る
動
的
な
力
を
奪
重
せ
し

め
る
よ
り
も
む
・
し
ろ
所
謂
持
た
ざ
る
國
民
に
世
界
を
奪
重
す
る
役
割
を
引
き

受
け
さ
す
手
段
を
第
一
と
し
た
こ
と
に
敏
陥
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
も
し
そ

う
で
な
か
つ
た
な
ら
、
ド
イ
ッ
に
は
國
民
肚
會
主
義
は
起
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ

5
、
と
い
5
襯
方
を
し
て
い
る
。

　
第
二
部
で
は
仲
介
手
績
・
第
三
部
で
は
仲
裁
々
判
・
第
四
部
で
は
國
際
司
法

裁
判
、
第
五
部
で
は
國
際
蓮
合
を
読
い
て
い
る
。

　
次
に
、
第
五
雀
の
國
際
刑
法
は
四
部
に
分
れ
、
第
一
部
総
論
、
第
二
部
國
際

法
の
範
圃
及
び
手
績
、
第
三
部
國
際
法
上
の
犯
罪
、
第
四
部
復
仇
、
纏
濟
職
雫
、

干
渉
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
も
特
色
あ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
先
ず

総
論
で
、
刑
法
σ
概
念
を
述
べ
、
刑
罰
と
は
刑
法
に
基
い
て
加
え
ら
れ
る
害
悪

で
あ
る
と
し
・
國
際
法
に
は
な
ぜ
科
刑
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
國
際
法
の
書

物
に
は
何
故
刑
法
の
部
分
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
総
て
の
法
規
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
刑
法
の
部
分
を
護
見
す
る
。
こ
の
刑
法
の
部
分
は
完
全
な
法
秩
序

に
内
在
す
る
強
制
的
性
質
に
よ
つ
て
直
ち
に
理
解
で
き
る
。
隣
人
を
侮
辱
し
た

り
、
隣
人
か
ら
盗
ん
だ
り
、
殺
し
た
り
し
た
者
は
、
そ
の
程
度
の
相
違
は
あ
る

が
庭
罰
せ
ら
れ
る
。
固
有
の
刑
法
は
浅
刑
法
上
の
不
法
行
爲
と
重
要
な
關
蓮
を

も
つ
て
い
る
。
ま
た
國
法
や
行
政
法
も
そ
の
固
有
の
刑
法
を
放
棄
し
て
は
い
な

い
c
警
察
的
慮
罰
や
懲
戒
そ
の
勉
が
あ
る
。
特
別
な
行
政
刑
法
が
存
す
る
。
い

か
な
る
と
こ
ろ
で
も
・
法
律
關
係
は
必
要
と
考
え
ら
れ
る
制
被
と
し
て
の
害
悪

の
思
想
と
關
係
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
國
家
は
國
際
法
の
主
艦
と
し
て
・

五
九



紹
介
と
批
詐

瀞
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
動
的
で
あ
る
と
把
握
せ
ら
れ
る
法
秩
序
の
中
に
生
存

す
る
。
一
國
家
が
承
認
し
て
い
る
或
い
は
自
然
的
な
法
規
を
守
ら
ず
、
そ
し
て

國
際
法
蓮
反
を
行
5
な
ら
ば
・
外
的
な
國
際
關
係
に
よ
り
大
き
な
確
實
性
を
與

え
る
た
め
に
、
國
際
法
を
援
け
る
可
能
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
國

際
刑
法
は
破
壌
せ
ら
れ
た
國
際
法
を
同
復
す
る
手
段
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
で
、

法
の
破
壊
者
に
は
常
設
的
な
國
際
法
的
な
機
關
が
加
え
る
害
悪
、
印
ち
刑
罰
が

彼
に
加
え
ら
れ
る
、
と
説
い
て
い
る
（
二
五
一
ー
二
五
三
頁
）
。
し
か
し
、
彼
も

法
秩
序
に
は
完
全
な
も
の
と
不
完
全
な
も
の
と
が
あ
り
、
國
際
法
秩
序
は
不
完

全
な
法
秩
序
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
・
國
際
法
に
は
刑
罰
が
な
い

と
論
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
二
五
三
ー
四
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
「
國
際
法
上
の
犯
罪
と
は
國
際
法
の
主
艦
に
よ

る
國
際
法
の
責
任
あ
る
違
反
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
彼
の
よ
ろ
な
凝
方

も
理
論
上
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
L
、
實
際
に
お
い
て
、
不
完
全
な
法
秩

序
と
し
て
の
國
際
法
秩
序
は
、
相
手
國
の
有
責
遠
法
の
行
爲
に
封
し
て
被
害
國

自
ら
が
救
濟
手
段
を
講
じ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
實
質
に
お
い
て
は
、
他
の
國
際
法
學
者
の
見
解
と
大
差
な
い
の
で
あ
る
が
、

國
際
法
上
の
U
①
猛
5
の
観
念
を
徹
底
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
特
色
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
第
五
雀
の
第
四
部
の
第
三
で
経
濟
験
雫
と
い
弓
文
字
を
用
い
て
い

る
が
、
こ
れ
は
國
際
蓮
合
憲
章
第
四
一
條
に
規
定
す
る
纏
濟
的
制
裁
の
こ
と
で

あ
つ
て
、
彼
の
用
語
の
妥
當
性
に
は
多
少
の
疑
間
が
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
第

六
雀
の
載
雫
法
で
は
、
第
一
部
総
論
、
第
二
部
陸
載
、
第
三
部
海
職
・
第
四
部

室
載
、
第
五
部
纏
濟
戦
と
し
て
読
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
読
く
と
こ
ろ
は
直
接

ま
た
は
聞
接
に
敵
に
纏
濟
的
堅
迫
を
加
え
る
手
段
を
と
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
の

撃
げ
る
と
こ
ろ
は
、
①
敵
國
一
般
人
民
の
監
禁
、
の
封
敵
取
引
の
禁
止
、
⑧
敵

六
〇

國
民
の
財
産
橿
へ
の
干
渉
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
そ
の
内
容
が
制
裁
と
し
て

の
纏
濟
職
箏
と
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
雨
者
を
同

一
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。

　
第
七
巻
中
立
法
の
と
こ
ろ
で
は
、
第
禰
部
で
概
念
と
護
展
、
第
二
部
で
陸
上

中
立
、
第
三
部
で
海
上
中
立
、
第
四
部
で
國
際
連
合
法
と
中
立
を
取
扱
つ
て
い

る
。
こ
の
最
後
の
國
際
蓮
合
と
中
立
と
の
關
係
は
・
國
際
蓮
盟
の
場
合
と
同
様

に
・
當
然
論
ぜ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
國
際
蓮
合
が
強
制
的
措
置
を
加
え
る

國
と
そ
の
他
の
蓮
合
國
の
間
に
は
、
通
常
の
意
昧
の
中
立
は
あ
り
得
な
い
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
，
こ
こ
で
は
、
①
中
立
は
正
常
で
あ
る
。
の
國
際
連
盟
と
國
際

蓮
合
、
⑧
安
全
保
障
理
事
會
は
中
立
を
停
止
し
得
る
。
㈲
侵
略
者
を
保
護
し
て

は
な
ら
な
い
。
⑤
中
立
内
容
の
交
換
は
可
能
で
あ
る
。
㈲
中
立
は
固
有
の
債
値

が
あ
る
。
の
七
項
目
に
亙
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
私
は
本
書
の
艦
系
に
お
い
て
特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

藩
を
簡
輩
に
摘
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
主
要
な
項
目
を
學
げ
て
本
書
の

騰
系
を
明
か
に
す
る
。

　
第
一
巻
基
本
概
念

　
　
第
一
部
　
囚
際
法
（
＜
窪
犀
Φ
睡
①
o
算
）
設
つ
た
名
総

　
　
第
二
部
　
國
際
法
の
定
義

　
　
第
三
部
　
國
際
法
の
定
義

　
　
第
四
部
　
國
際
法
と
國
内
法

　
　
第
五
部
　
國
際
法
の
方
法
論

　
　
第
山
ハ
部
　
　
國
際
法
の
爽
蓬

　
　
第
七
部
　
國
際
法
の
法
典
化

　
第
二
巻
　
主
　
　
艦



　　　第　　第
第第第三第第三第第第第第第
六五四部二一巻六五四三二一
部部部　部部　部部部部部部

　
國
際
法
の
主
盟
の
概
念

　
國
家
と
そ
の
結
合

　國

家
の
嚢
生
、
承
認

　
國
家
の
領
域
、
國
籍

　
非
國
家

國
家
の
縫
承

耶
時
法

國
家
の
基
本
権

　
國
家
機
關

　
　
　
　
外
交
使
節
と
領
事
の
法

　
　
　
　
　
國
際
行
政
法

　
　
　
　
　
國
際
條
約
論

　
　
　
　
　
　
外
人
法

　
第
四
巻
以
下
に
つ
い
て
は
既
に
記
し
た
故
に
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
な
お

本
書
は
巻
末
に
附
録
と
し
て
次
の
十
二
の
文
書
を
も
つ
て
い
る
。

ω
神
聖
同
盟
（
一
八
一
五
年
九
月
一
四
1
二
六
日
）

⑧
ブ
リ
ア
ン
・
ケ
・
ヅ
グ
規
約
（
一
九
二
八
年
八
月
二
七
日
）

③
大
西
洋
聖
羅
早
（
、
一
九
四
一
年
八
月
一
二
日
）

㈲
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
勢
働
宣
一
一
言
（
一
九
四
四
年
五
月
一
〇
日
）

⑤
ド
イ
ッ
の
軍
事
的
降
伏
交
書
（
一
九
四
五
年
五
月
八
日
）

㈲
國
際
連
合
憲
章
（
一
九
四
五
年
六
月
二
六
日
）

㈲
國
際
司
法
裁
判
所
規
程

⑧
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
椹
軸
の
主
要
載
雫
犯
罪
人
の
訴
追
と
庭
罰
に
關
す
る
協
定

⑨
國
際
軍
事
法
廷
規
程

紹
介
と
批
詐

⑬
日
本
の
降
伏
文
書
（
一
九
四
五
年
九
月
二
日
）

ω
原
子
力
憲
章
（
一
九
四
五
年
＝
月
幅
五
日
）

働
暫
定
的
國
際
連
合
避
難
民
協
定
（
一
九
四
六
年
＝
一
月
一
五
日
）

　
以
上
、
本
書
の
内
容
の
特
色
と
そ
の
概
略
を
紹
介
し
、
こ
れ
に
封
す
る
私
見

を
加
え
た
が
、
本
書
は
教
科
書
と
し
て
は
手
頃
の
も
の
で
あ
り
・
ま
た
そ
の
立

論
に
多
敷
の
著
述
を
引
用
し
て
い
る
の
で
・
國
際
法
の
研
究
上
便
利
な
書
物
で

あ
る
。

六
一


